
○桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例（平成２６

年桜川市条例第２１号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、条例

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用時間及び休業日） 

第２条 旧高久家住宅の使用時間は２４時間とし、休業日は無しとする。ただし、

市長が特に必要と認めた場合は、臨時に休日を定めることができる。 

（管理） 

第３条 旧高久家住宅の適切な管理を行うため、管理人を置くことができる。 

（使用制限） 

第４条 旧高久家住宅の使用については次に掲げる活動のいずれかの条件を満たさ

なければならない。 

（１） 観光振興に寄与する活動 

（２） まちづくりに寄与する活動 

（３） 定住化促進に寄与する活動 

（４） 市長又は教育長が特に必要と認めた活動 

（使用申請） 

第５条 条例第４条第１項の規定により旧高久家住宅を使用する者は、旧高久家住

宅使用申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の使用申請書の提出期限は、使用しようとする日（以下「使用日」という。）

の３月前の日の属する月の初日から使用日の７日前（その日が桜川市の休日を定

める条例（平成１７年桜川市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日に当

たるときは、その直前の休日でない日）までとする。ただし、市長が特にやむを

得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 

（使用承認書の交付） 

第６条 市長は、旧高久家住宅の使用を承認したときは旧高久家住宅使用承認書（様

式第２号）を、その使用を承認しないときは旧高久家住宅使用不承認書（様式第

３号）を申請者に交付するものとする。 

（使用料の徴収） 

第７条 使用者は、前条の規定による承認書を受けたときは、直ちに条例で規定す

る使用料を納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 条例第８条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、旧

高久家住宅使用料免除及び減額申請書（様式第４号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定に基づき、使用料を減額又は免除できる場合は、別表のとおりとす

る。 



（使用料の返還） 

第９条 条例第９条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、旧

高久家住宅使用料返還申請書（様式第５号）に使用料を納付したことを証する領

収書及び使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

別表（第８条関係） 

区分 減免額 

第１号 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 全額 

第２号 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が

教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的

で使用するとき。 

全額 

第３号 市又は教育委員会が認める各種団体が当該施設の使用目的に則

し、公的な理由（広く一般に向けた催し等）で使用するとき。 

半額 

第４号 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で

使用するとき、又は市内の私立保育所（園）及び私立認定こども

園が保育目的で使用するとき。 

半額 

第５号 構成員の半数以上が障がい者又は７０歳以上の団体が使用すると

き。 

半額 

第６号 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 半額 

第７号 個人利用において、障がい者（介助者１名を含む。）又は７０歳

以上の者が使用するとき。 

半額 

第８号 個人利用において、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

適用を受けている者が使用するとき。 

全額 

第９号 その他、市長又は教育長が特に必要と認めたとき。 相当額 



 

様式第１号（第５条関係） 

 

旧高久家住宅使用申請書 

 

  年  月  日 

 

 桜川市長 様 

 

申請者団体名          

住所              

氏名              

 

 下記のとおり使用したいので申請します。 

使 用 日 
年  月  日から 

年  月  日まで 

使 用 目 的 
 

使 用 責 任 者 

住所 

氏名 

 

連絡先          （TEL    －    ） 

備 考 
 

 

 

 



 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

旧高久家住宅使用料免除及び減額申請書 

 

  年  月  日 

 

 桜川市長 様 

 

申請者              

住所               

氏名               

  

 旧高久家住宅の使用料を下記の理由により減免・免除していただきたく申請いた

します。 

 

記 

 

使 用 日 
年   月   日から 

年   月   日まで 

区 分 
 

備 考 
 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第９条関係） 

 

旧高久家住宅使用料返還申請書 

 

  年  月  日 

 

 桜川市長 様 

 

申請者団体名           

住所               

氏名               

 

 下記のとおり、使用料の返還を申請します。 

 

記 

 

１ 返還申請額    金        円 

２ 返還を申請する理由 

 

 

３ 添付書類    旧高久家住宅使用申請書 

          旧高久家住宅使用料領収書 

４ 返還金受領方法 （１）直接払 

          （２）隔地払 

          （３）口座振替払      銀行     支店 

             口座名 

             口座番号 

 


